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 児童虐待防止啓発チラシ、ポスターの作成について 

 

埼玉県では、埼玉県警察、さいたま市と共同して、児童虐待防止啓発に係るチラシ、

ポスターを作成し、県内の小学校、義務教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学

部）の児童及びその保護者に対してチラシを配布するとともに、ポスターを小学校等

に掲示することで、児童虐待事案の抑止や子どもの被害防止を図っています。 

なお、埼玉県、埼玉県警察、さいたま市の３者による児童虐待防止啓発のチラシ、

ポスターの共同作成は初の試みです。 

 

 １ 作成チラシ、ポスター 

  (1)  児童虐待防止啓発チラシ（Ａ４判） 

     表面：児童向け（表題：ひとりじゃないよ！） 

     裏面：保護者向け（表題：保護者の皆様へ） 

  (2) 児童虐待防止啓発ポスター（Ａ２判） 

    表面のみ：表題：ひとりじゃないよ！ ※チラシ表面と同内容 

 ２ 啓発内容 

  (1) 児童向け 

      「虐待」と感じた時は、大人に伝えていいこと 

  (2) 保護者向け 

    体罰の禁止及び児童虐待が子どもに与える影響 

 ３ 共同作成団体 

  (1)  埼玉県福祉部こども安全課 

  (2) 埼玉県警察本部生活安全部少年課 

  (3) さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課 

 ４ 配布対象 

  (1) 児童虐待防止啓発チラシ 

     埼玉県内の小学校、義務教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部）の児 

   童に各１枚 

  (2) 児童虐待防止啓発ポスター 

 令和３年９月８日 

福祉部 こども安全課 
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     埼玉県内の小学校、義務教育学校、特別支援学校（小学部の児童がいる学校に 

   限る。）に各２枚 

 ５ 配布方法 

     各警察署員が管内小学校等へ持参の上、チラシについては各小学校等から児童へ 

   配布し、家庭に持ち帰ってもらい保護者に手渡すことで家庭内の周知を図る。 

 ６ 配布開始日 

    本日から順次配布 

 

チラシ表面、ポスター：児童向け 

 

 

 

 

 

 

 



 

チラシ裏面：保護者向け 

 

 


